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小千谷市住宅取得補助金のご案内 
≪実施予定期間：平成２３年度～平成２５年度≫ 

小千谷市では、本市の定住人口の増加を図るとともに、地域経済の活性化を促進するため、市内に住

宅を取得する方に対して費用の一部を補助します。 

 

■ 対象者／ 次の要件をすべて満たす方が対象となります。 

・自ら居住することを目的とした住宅（※１）を取得する方（建て替えの場合も含みます。） 

・市税を滞納していない方 

◇ 契約書を交わさない売買や無償譲渡又は相続による取得の場合は、補助対象外とします。 

◇ 補助金の交付は同一の住宅につき１回限りです。 

 

■ 補助内容／ 

区分 対象要件 補助上限額 

新築住宅及び 

建売住宅の取得 

 

市内において、新築住宅又は建売住宅

を取得する場合 
１０万円 

最大で 

８０万円 

 市内業者（※２）と契約

を交わしている場合 
２０万円 

を加算 

転入者（※３）である場

合 
５０万円 

を加算 

中古住宅の取得 
市内において、転入者（※３）が中古

住宅を取得する場合 
３０万円 

◇ 補助上限額が住宅取得に要した費用を超える場合は、住宅取得に要した費用を補助額の限度と

します。（千円未満切捨て） 

 

※１ 住宅とは… 

・自ら居住することを目的とした居室・台所・トイレ・浴室等を備えている延べ床面積が５５

㎡以上の一戸建て住宅。 

・店舗等との併用住宅の場合は、延べ床面積の１/２以上が居住用で、かつ居住用部分の延べ床

面積が５５㎡以上であること。 

・取得する住宅の持分割合が１/２以下となる共有名義の場合は、連名で申請してください。 

※２ 市内業者とは… 

・市内に本社、本店を有している法人又は個人のうち、住宅建築業を営んでいる者又は宅地建

物取引業法に基づく免許を受けている者。 

   ・住宅の請負契約書または売買契約書において、記載されている業者が対象となります。 

※３ 転入者とは…   

・本市に転入した日又は転入を予定している日を起算日として、転入前２年の間に本市に住所

を有していない方であって、かつ、引き続き５年以上の定住の意思をもって本市に転入した

方（ただし、転入日から１年以内に申請される方が対象）又は転入を予定している方 

・小千谷市定住促進事業家賃補助金の交付を受けた方が、最終の家賃補助対象月の翌月１日か

ら１年以内に申請する場合は、転入者と同様の取り扱いとします。 

 

＜裏面もご覧ください＞ 
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■ 申請にあたって／ 

①小千谷市住宅取得補助金申出書の提出 

 補助金の申請を希望する方はあらかじめ、小千谷市住宅取得補助金申出書を提出してください。 

建築する場合は工事の着手前に、購入する場合は契約の日の前日までに必ず提出してください。 

 以下の書類があると申出書を簡単に作成することができます。 

 １ 住宅の取得に係る費用が分かる書類（住宅取得費用の見積書など） 

 ２ 住宅の間取りや延べ床面積が分かる書類（住宅の平面図など） 

 ３ 住宅の建設予定地または所在地が分かる書類 

   

②小千谷市住宅取得補助金交付申請書の提出 

交付申請書は申出書の提出後、建築する場合は工事の着手前に、購入する場合は契約の日の前日ま

でに必ず提出してください。 

交付申請書の提出期限は各年度とも、１１月末日までとなります。 

ただし、上記の期間と住宅の取得年度が異なる場合は、住宅の取得年度において交付申請書を提出

してください。（交付申請書の提出は、遅くとも申出書の提出日の翌年度１１月末日までにしていただ

く必要があります。） 

添付書類 

 １ 請負契約書の写し（建築の場合） 

  ２ 見積書の写し（購入の場合） 

  ３ 住宅の位置図（付近見取図）、各階の平面図（延べ床面積が確認できるもの） 

  ４ 市税の納税証明書（転入者の場合は、転入前の市町村の納税証明書） 

  ５ 定住誓約書（転入者の場合） 

  ６ その他市長が必要と認める書類 

 

■ 申請後の手続き／ 

小千谷市住宅取得助成金実績報告書の提出 

 実績報告書については、住宅の取得が完了し、住宅に居住を開始した日から起算して１か月を経過

した日又は交付申請年度の３月末のいずれか早い日までに、提出していただきます。 

実績報告書提出後に、市職員による現地確認を行います。 

 実績報告書の提出期限は各年度とも、交付申請書を提出した年度の３月末までとなります。 

添付書類 

１ 請負又は売買契約に係る領収書の写し 

  ２ 住宅の登記事項証明書 

  ３ 完成写真（周囲の状況も分かるもの） 

  ４ 売買契約書の写し（購入の場合） 

  ５ 販売業者の宅地建物取引業法に基づく免許の写し（購入の場合） 

  ６ その他市長が必要と認める書類 

 

  
お問い合わせ先 ／ 小千谷市建設課 建築住宅係   

TEL：０２５８－８３－３５１４  FAX：０２５８－８３－２７８９ 

e-mail：kensetu-kj@city.ojiya.niigata.jp 

       

    


